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第２部講師社労士 城 敏徳
特定社会保険労務士

みらい社会保険労務士法人 代表
【専門分野】
労務管理に関する労働法
【スタンス】
『お客様企業が永続的に成長を実現する
ために支援することが私たちの使命です』
を、合言葉に日々の業務だけでなく、セミ
ナー等を開催し、様々なお客様をサポート
しています。
【セミナー実績】
労務管理、助成金、社会保障等、多数の
講演実績を持つ。
【みらい社会保険労務士法人】
社労士９名、従業員数４０名を有する西日
本最大規模の社労士事務所。本年、横浜
に事務所開設

第１部講師 弁護士 西村 裕一
ファイナンシャルプランナー

デイライト法律事務所 小倉オフィス所長
【専門分野】
労務管理を中心とした企業法務を専門と
する。
【スタンス】
企業法務に携わる弁護士として、「トラブ
ルの発生を未然に防止すること」が最も大
切なことと認識し、企業に対して、積極的
にセミナーを開催している。
【セミナー実績】
問題社員対応、労働組合対応等、多数の
セミナー・講演実績を持つ。
【デイライト法律事務所】
弁護士８名を有する、会社側の労務問題
に注力する法律事務所

セミナーのテーマ

今さら聞けない！？年末調整に向けたマイナンバー制度対策と
今だから聞いておきたい！！労務問題最前線！

今年の１月から社会保険・税番号制度（マイナンバー制度）の運用が開始されています。すでに雇用保険や市町
村等の各種行政機関、金融機関へのマイナンバーの提供も始まっています。また、これから年末へ向けて、従業
員本人のマイナンバーに加え、社会保険上の被扶養者、税法上の被扶養者のマイナンバーが年末調整で利用さ
れることになります。
そこで、このセミナーでは、マイナンバー制度の概要を改めて解説し、実務における注意点と問題点、年末調整
に向けて企業が取るべき措置等について労務管理問題に精通している社会保険労務士が解説いたします。
あわせて、マイナンバーに関連する個人情報保護の法制度や今年の押さえておくべき労働分野での法律問題に
ついて弁護士が解説いたします。

経営者の皆様は奮ってご参加ください。

『今年押さえておくべき労務問題最前線』
○個人情報保護法の改正の内容と注意点
○定年再雇用を巡る裁判例の動向―東京地裁と東京高裁の裁判例の分析
○長時間労働に伴う企業リスクと時間外労働に対する今後の流れ

『マイナンバーが年末調整に与える影響』
○改めておさえておきたいマイナンバー制度の概要
○マイナンバー実務における注意点と問題点
○今後企業が取るべき措置（扶養控除等（異動）申告書、源泉徴収票）
○従業員がマイナンバーの提出を拒否した場合の対処法

日時平成２８年１２月７日（水）
１４：００～１７：００ （開場１３：３０）

会場 アクサ生命保険株式会社
北九州中央ＦＡ支社 大会議室

北九州市小倉北区室町1-1-1 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州業務棟9F

定員 ３０名（人気が高いセミナーですのでお早めのお申し
込みをお願いします。）

参加料 ３，０００円（税込み）
顧問先企業様は無料



マイナンバー対策セミナー会場ご案内 ＆ ＦＡＸお申込書

１２月７日お申し込みご記入欄

みらい社会保険労務士法人のご紹介

私共は、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサル
ティング、事務手続代行のフルサポート、職場の活性化、生
産性の向上、企業実績の躍進のお手伝いを致します。
介護事業所様向け開業支援に注力し、多数のセミナーを開
催しております。また、当事務所では、助成金をはじめとする
公的支援策を利用できるか診断し、ご報告させて頂くための
助成金無料診断も実施しております。
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

【みらい社労士法人ホームページ】ｈｔｔｐ://www.jo-roumu.com/
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※申込み用紙のお客様情報は、セミナーご案内等、営業活動やアンケート等に使用することがあります。
会場の都合上、お申込み人数を制限させていただく場合がございます。

アクサ生命保険㈱北九州中央ＦＡ支社大会議室
北九州市小倉北区室町１－１－１
リバーウォーク北九州業務棟９Ｆ

JR小倉駅（JR、新幹線、モノレール）から約10分
・小倉駅南口ペデイストリアンデッキを降りて
平和通り（モノレール沿い）を直進
・三井住友銀行を右折
・勝山通り（旧電車通り）をまっすぐ

JR西小倉駅から約3分
・駅前通りを直進
・西小倉駅前交差点を左折

お申し込みはカンタン！ 下記にご記入の上、今すぐ ＦＡＸ いただくだけでＯＫ！

０９２（４０９）１０６９お申込み専用ＦＡＸ

本セミナーに関するお問合せはこちら TEL. ０１２０-７８３-６４５ （デイライト法律事務所・企業法務チーム）

福岡の弁護士による労働問題Online

【福岡 労働問題 弁護士】でご検索ください
URL：www.fukuoka-roumu.jp

弁護士法人 デイライト法律事務所のご紹介

当事務所は、企業法務に注力する法律事務所です。
特に、労働問題については会社側（使用者側）に注力してお
り、顧問先企業以外の会社や社会保険労務士からも、多数
の相談を受け、また、積極的にセミナーを開催しております。
労働問題に関する当事務所の実績、方針等の詳細について
は下記のホームページをご参照ください。


